
は
じ
め
に

　

宗
教
学
者・

姉
崎
正
治
（
一
八
七
三
～
一
九
四
九
）
は
、
高
山
樗
牛
（
一
八
七
一
～
一
九
〇
二
）
と
の
交
流
を
通
し
て
日
蓮
信
仰
に
入
っ

て
い
く
。
本
稿
は
、
も
と
も
と
が
浄
土
真
宗
仏
光
寺
派
の
信
徒
で
あ
っ
た
姉
崎
が
、
東
京
帝
国
大
学
で
哲
学・

仏
教
学
を
修
学
し
、
高
山

の
日
蓮
論
を
批
評
す
る
中
で
、
自
ら
の
日
蓮
信
仰
を
確
立
し
て
い
く
そ
の
過
程
を
追
う（
１
）。

一
、
高
山
樗
牛
か
ら
の
自
立

　

姉
崎
が
最
初
に
書
い
た
日
蓮
聖
人
に
関
す
る
論
考
は
、
明
治
三
十
七
年
（
一
九
〇
四
）、
雑
誌
『
太
陽
』
に
掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
論
考

は
、
あ
く
ま
で
高
山
樗
牛
が
残
し
た
日
蓮
論
か
ら
、
高
山
が
な
ぜ
日
蓮
聖
人
に
傾
倒
し
た
の
か
を
分
析
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

同
年
の
年
末
に
、
日
蓮
宗
の
機
関
誌
で
あ
っ
た
「
日
宗
新
報
」
に
掲
載
さ
れ
た
「
高
山
樗
牛
を
通
し
て
見
た
る
日
蓮
上
人
」
と
い
う
講
演

記
録
で
は
、
表
現
に
変
化
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

姉
崎
正
治
と
日
蓮
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日
蓮
聖
人
降
誕
会
で
の
講
演
録
は
、
三
号
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
、
高
山
を
通
し
て
見
た
日
蓮
聖
人
像
が
、『
太
陽
』
に
掲
載
さ
れ
た
論

考
よ
り
わ
か
り
や
す
く
描
か
れ
て
い
る
。
姉
崎
は
「
日
蓮
上
人
は
自
信
の
人
で
あ
る
、
故
に
自
ら
信
ず
る
処
を
貫
か
う
と
し
た
人
で
あ
る（
２
）」

と
し
、
通
常
、
人
間
は
「
自
ら
信
ず
る
所
が
貫
け
な
い（
３
）」、「
利
益
の
為
め
に
色
々
心
に
も
な
い
事
を
す
る（
４
）」、「
利
益
が
あ
れ
ば
進
ん
で
往

く
が
、
利
益
が
な
け
れ
ば
退
く（
５
）」
と
し
て
そ
の
違
い
を
示
し
、
日
蓮
聖
人
が
個
人
的
利
益
を
目
的
と
せ
ず
に
信
仰
を
貫
い
た
「
吾
々
祖
先

の
中
に
斯
く
迄
自
信
の
強
い
人（
６
）」
で
あ
る
と
讃
歎
す
る
。

　

高
山
は
日
蓮
聖
人
の
「
自
信
の
力
」
に
感
化
さ
れ（
７
）、
感
服
に
と
ど
ま
ら
ず
、
高
山
に
「
自
信
の
力
」
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て

次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

彼
に
取
て
は
日
蓮
は
外
に
浮
か
ん
で
居
る
人
物
で
な
い
、（
中
略
）
日
蓮
の
力
が
自
分
の
内
に
流
れ
込
ん
で
居
る
の
で
あ
る
、
自
分
と

日
蓮
と
の
精
神
は
ど
ち
ら
が
、
ど
ち
ら
に
這
入
つ
た
と
は
云
は
れ
な
い
、
全
く
一
つ
に
成
つ
た
の
で
あ
る（
８
）

　

さ
ら
に
、
姉
崎
は
高
山
に
生
命
力
を
与
え
た
日
蓮
聖
人
の
力
が
、
今
で
も
生
き
続
け
て
い
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
い
る
。

日
蓮
上
人
の
力
な
る
も
の
は
其
肉
体
だ
け
に
存
在
し
て
居
つ
た
も
の
で
無
く
、
僅
か
五
十
年
六
十
年
の
間
彼
が
其
関
東
に
住
ん
で
居

つ
た
ゞ
け
の
力
で
は
無
い
だ
ら
う
、
さ
う
で
無
く
し
て
今
日
も
ま
だ
存
在
し
て
居
る
力
で
あ
る（
９
）

　

日
蓮
聖
人
の
力
を
得
よ
う
と
し
な
い
限
り
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
自
分
の
心
の
窓
を
打
開
い
て
日
蓮
の
人
物
を
観
れ
ば
、
日
蓮
の
光

は
存
在
し
て
居
る
）
（1
（

」
と
い
う
。
そ
れ
が
信
仰
で
あ
る
。
高
山
は
日
蓮
聖
人
が
到
達
し
た
「
予
言
の
信
仰
）
（（
（

」
を
自
ら
も
実
践
す
る
。
そ
れ
は

日
蓮
聖
人
か
ら
色
読
と
い
う
法
華
経
信
仰
を
引
き
継
ぐ
こ
と
で
あ
り
、
ま
さ
に
自
ら
が
日
蓮
と
し
て
日
蓮
を
信
仰
す
る
に
他
な
ら
な
い
。

姉
崎
が
高
山
の
日
蓮
論
を
分
析
す
る
こ
と
で
到
達
し
た
結
論
は
、
姉
崎
自
身
を
信
仰
へ
と
導
い
て
い
く
。

　

こ
の
講
演
で
、
姉
崎
の
言
説
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
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今
日
か
ら
云
へ
ば
法
華
経
は
誰
が
何
れ
の
時
代
に
書
い
た
か
と
云
ふ
や
う
な
問
題
は
で
ま
せ
う
が
、
そ
れ
は
歴
史
の
問
題
で
あ
る
、

吾
々
の
信
仰
に
対
し
て
何
等
の
影
響
す
る
所
は
な
い
、
日
蓮
上
人
は
茲
に
法
華
経
が
あ
る
、
其
法
華
経
を
信
じ
て
其
信
仰
を
貫
く
が

為
め
に
如
何
な
る
困
難
も
辞
さ
な
い
、
其
命
を
も
捨
て
や
う
と
云
ふ
勇
気
を
起
し
た
人
で
あ
る
）
（1
（

　
『
太
陽
』
の
記
事
で
指
摘
す
る
「
法
華
経
は
誰
が
書
い
た
の
か
」
と
い
う
学
問
的
問
題
を
、
信
仰
の
立
場
で
捉
え
直
し
た
言
葉
で
あ
る
。

日
蓮
宗
で
行
わ
れ
た
講
演
記
録
で
あ
る
た
め
、
あ
る
い
は
日
蓮
宗
の
機
関
誌
の
記
事
で
あ
っ
た
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
表
現
に
な
っ
た
可

能
性
も
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
姉
崎
は
学
者
と
し
て
の
視
点
と
、
高
山
の
友
人
と
し
て
の
視
点
と
を
使
い
分
け
て
い
た

こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
明
治
三
十
七
年
の
段
階
で
は
、
姉
崎
は
日
蓮
聖
人
の
信
仰
者
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
次
の

よ
う
な
表
白
も
確
認
で
き
る
。

私
自
身
は
元
と
日
蓮
上
人
を
知
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、（
中
略
）
彼
（
高
山
）
の
精
神
を
観
れ
ば
、
彼
は
又
た
日
蓮
を
信
し

感
服
す
る
こ
と
に
依
て
其
力
を
得
、
其
信
を
獲
た
や
う
に
、
自
身
も
亦
日
蓮
上
人
を
追
懐
し
、
日
蓮
の
信
仰
を
追
懐
し
て
、
一
つ
の

大
な
る
自
信
の
力
を
与
へ
ら
れ
た
る
が
如
き
感
を
起
す
の
で
あ
り
ま
す
）
（1
（

（
括
弧
内
筆
者
）

　

姉
崎
は
高
山
を
通
し
て
知
っ
た
日
蓮
聖
人
と
い
う
人
物
に
感
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
姉
崎
が
分
析
し
た
高
山
同
様
、
姉
崎
の
精
神
と

日
蓮
聖
人
が
一
つ
に
な
る
こ
と
を
経
験
し
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。

　

姉
崎
が
自
ら
日
蓮
信
仰
を
自
覚
し
始
め
た
と
は
い
え
、
そ
の
態
度
は
い
ま
だ
冷
静
だ
っ
た
。
明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）、
本
多
日
生

が
こ
の
年
に
組
織
し
た
天
晴
会
に
入
会
す
る
）
（1
（

。
天
晴
会
は
、
本
多
日
生
の
声
か
け
で
明
治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
）
に
創
設
さ
れ
た
日
蓮

系
八
教
団
に
よ
る
「
統
一
団
」
を
発
展
さ
せ
た
組
織
で
、
姉
崎
は
入
会
し
た
折
り
に
執
筆
し
た
短
い
随
想
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

予
自
身
は
未
だ
日
蓮
教
徒
と
は
云
へ
ぬ
、（
中
略
）
予
の
会
員
と
な
り
し
は
如
何
と
云
ふ
に
、
一
は
人
を
透
し
て
、
一
は
法
を
透
し
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て
、
因
縁
の
熟
す
る
所
、
ま
た
多
少
の
信
ず
る
所
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
）
（1
（

　

入
会
し
た
も
の
の
、
姉
崎
自
身
「
日
蓮
教
徒
」
と
は
言
え
な
い
が
、
会
員
と
な
っ
た
理
由
を
、
二
つ
の
方
向
か
ら
示
し
て
い
る
。
一
つ

が
人
に
よ
る
こ
と
、
二
つ
が
法
に
よ
る
こ
と
で
あ
る
。
日
蓮
信
仰
の
原
因
と
な
っ
た
人
と
は
、
も
ち
ろ
ん
高
山
樗
牛
で
あ
る
。
今
ま
で
述

べ
て
き
た
よ
う
に
、
高
山
を
通
し
て
見
た
日
蓮
聖
人
に
魅
せ
ら
れ
た
こ
と
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。

予
の
唯
一
の
親
友
を
透
し
て
見
た
る
日
蓮
上
人
の
人
格
は
、
頗
る
偉
大
で
あ
つ
て
、
上
人
の
人
格
の
中
に
予
の
小
な
る
人
格
を
摂
取

せ
ら
る
ゝ
を
覚
へ
、（
中
略
）
予
も
亦
此
感
（
日
蓮
上
人
を
透
し
て
法
華
経
を
知
る
こ
と
）
を
以
て
上
人
の
遺
書
を
拝
す
る
と
き
は
、

上
人
嘗
て
教
主
釈
尊
の
我
身
に
宿
り
給
ふ
と
云
へ
り
し
が
如
く
、
予
の
罪
あ
る
穢
れ
た
る
小
な
る
肉
体
に
も
亦
上
人
の
宿
り
給
ふ
て
、

人
格
の
光
明
を
発
見
し
得
べ
し
と
信
ず
る
の
で
あ
る
、
そ
れ
は
決
し
て
漠
然
た
る
も
の
で
は
な
い
、
頗
る
明
白
に
自
覚
す
る
の
で
あ

る
）
（1
（

（
括
弧
内
筆
者
）

　

こ
の
記
述
か
ら
、
姉
崎
が
本
格
的
に
日
蓮
遺
文
を
読
み
始
め
た
こ
と
を
知
る
。
そ
の
き
っ
か
け
は
間
違
い
な
く
高
山
の
影
響
で
あ
る
。

た
だ
し
、
日
蓮
遺
文
を
読
む
精
神
に
お
い
て
、「
上
人
の
遺
書
を
拝
す
る
と
き
は
、
上
人
嘗
て
教
主
釈
尊
の
我
身
に
宿
り
給
ふ
と
云
へ
り
し

が
如
く
、
予
の
罪
あ
る
穢
れ
た
る
小
な
る
肉
体
に
も
亦
上
人
の
宿
り
給
ふ
て
、
人
格
の
光
明
を
発
見
し
得
べ
し
と
信
ず
る
」
と
日
蓮
聖
人

と
感
応
道
交
す
る
こ
と
を
言
表
す
る
こ
と
ば
も
見
て
取
れ
る
。
こ
の
心
境
は
ま
さ
に
高
山
と
同
じ
境
界
に
至
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
大
乗
仏
典
で
あ
る
法
華
経
に
関
し
て
は
、
学
者
と
し
て
の
視
点
を
変
え
て
は
い
な
い
。
日
蓮
研
究
に
至
っ
た
人
的
要
因
は
高

山
樗
牛
と
い
う
存
在
だ
っ
た
が
、
法
的
要
因
は
仏
教
学
者
と
し
て
の
研
究
対
象
で
あ
る
阿
含
経
典
を
あ
げ
る
。
自
ら
を
「
阿
含
の
徒
」
と

し
な
が
ら
、
原
始
仏
典
で
あ
る
阿
含
経
典
に
立
っ
て
、
法
華
経
を
仏
教
経
典
の
中
に
位
置
づ
け
て
い
る
。

今
一
つ
法
の
側
を
云
へ
ば
、
法
と
は
阿
含
で
あ
る
、
有
体
に
云
へ
ば
予
は
阿
含
の
徒
で
あ
る
、
則
ち
釈
尊
の
親
説
法
は
阿
含
に
伝
へ
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た
る
を
確
信
す
る
の
で
あ
る
、
此
点
を
研
究
す
る
の
が
、
予
の
志
望
と
事
業
の
大
部
分
で
あ
る
、（
中
略
）
元
来
阿
含
は
釈
尊
の
親
説

法
の
事
実
を
切
々
に
書
き
伝
へ
た
る
も
の
で
あ
る
、
然
ら
ば
此
の
切
々
な
る
事
実
を
基
礎
と
し
て
、
そ
の
上
に
総
合
統
一
を
与
ふ
る

所
の
経
典
は
無
い
の
で
あ
ら
う
か
、
此
の
思
想
を
以
て
法
華
経
を
見
る
に
阿
含
の
切
々
な
る
事
実
に
系
統
を
与
へ
た
る
も
の
は
法
華

経
で
あ
っ
て
、
法
華
経
其
も
の
は
実
に
此
問
題
を
解
決
せ
し
統
一
的
大
経
典
た
る
こ
と
を
信
じ
ら
れ
る
）
（1
（

　

す
な
わ
ち
、
仏
教
の
起
点
と
し
て
編
集
さ
れ
た
阿
含
経
典
は
、
法
華
経
に
基
づ
い
て
編
纂
さ
れ
た
の
で
あ
り
、「
統
一
的
大
経
典
」
と
し

て
い
る
。
つ
ま
り
姉
崎
は
、
仏
教
研
究
者
と
し
て
の
立
場
を
保
持
し
な
が
ら
、
阿
含
経
典
を
法
華
経
か
ら
内
容
的
に
遡
っ
て
確
認
す
る
と

い
う
、
日
蓮
聖
人
と
同
じ
教
判
に
立
つ
日
蓮
仏
教
信
仰
者
と
し
て
会
通
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

姉
崎
が
持
つ
仏
教
研
究
者
と
し
て
の
自
負
と
、
高
山
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
信
仰
者
と
し
て
の
自
覚
は
、
や
が
て
自
立
し
た
日
蓮
論
と
な
っ

て
い
く
。
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
に
書
か
れ
た
「
生
死
」
と
い
う
天
晴
会
の
講
演
記
録
に
は
、
高
山
を
通
さ
な
い
、
姉
崎
の
日
蓮

論
が
展
開
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
阿
含
の
徒
」
と
自
認
す
る
姉
崎
と
、
日
蓮
信
仰
者
と
し
て
の
姉
崎
の
双
方
が
確
認
で
き
る
。

　

当
時
の
日
本
の
現
況
を
蔑
み
、「
堕
落
し
た
書
生
の
自
然
主
義
、
現
実
主
義
、
半
獣
主
義
、
そ
れ
か
ら
終
に
は
堕
落
不
平
家
の
無
政
府

党
）
（1
（

」
と
表
現
し
つ
つ
、
そ
の
根
本
的
原
因
に
つ
い
て
、「
生
死
の
問
題
を
あ
き
ら
め
な
い
」「
生
命
の
意
義
を
知
り
得
な
い
」
た
め
で
あ
る

と
指
摘
す
る
）
（1
（

。
だ
か
ら
と
い
っ
て
生
前
死
後
に
つ
い
て
思
い
悩
む
必
要
は
な
い
。
仏
陀
の
教
訓
と
し
て
、
中
阿
含
経
の
「
愼
莫
念
過
去　

亦

勿
願
未
來　

過
去
事
已
滅　

未
來
復
未
至　

現
在
所
有
法　

彼
亦
當
爲
思
）
11
（

」
を
引
用
し
た
後
、「
現
在
は
無
始
無
終
の
大
時
間
の
一
瞬
、
過

去
と
未
来
と
の
境
目
）
1（
（

」
で
あ
り
、「
現
在
に
就
い
て
切
実
直
接
の
経
験
に
基
い
て
過
去
未
来
を
思
は
な
け
れ
ば
、
三
世
は
空
理
た
る
に
過

ぎ
）
11
（

」
ず
、
人
生
を
空
理
に
過
ご
さ
な
い
た
め
に
、
生
ま
れ
て
く
る
以
前
の
無
限
に
遡
る
過
去
と
、
死
後
久
遠
の
未
来
を
現
在
の
生
に
結
び

つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
く
）
11
（

。
で
は
そ
の
教
訓
を
証
明
す
る
人
物
と
は
誰
か
。

姉
崎
正
治
と
日
蓮
（
三
輪
）

（ 41 ）



我
々
の
眼
前
に
こ
の
三
世
関
聯
の
大
消
息
を
一
生
の
行
動
と
自
覚
と
に
現
は
し
、
此
の
生
死
の
一
大
事
に
つ
け
て
活
き
た
教
訓
を
垂

れ
た
大
聖
が
居
ま
す
で
は
な
い
か
）
11
（

。

　

二
月
十
六
日
、
六
八
九
回
の
日
蓮
聖
人
降
誕
会
に
ち
な
み
、
こ
の
講
演
は
行
わ
れ
た
。
日
蓮
聖
人
の
一
生
を
「
現
在
」
と
見
て
、
姉
崎

は
そ
の
一
生
を
日
蓮
遺
文
で
辿
っ
て
い
く
。

　

姉
崎
は
日
蓮
聖
人
の
出
生
を
『
佐
渡
御
書
』
に
尋
ね
る
。

何
に
況
や
日
蓮
今
生
に
は
貧
窮
下
賎
の
者
と
生
れ
、
旃
陀
羅
（
漁
者
）
が
家
よ
り
出
た
り
。
心
こ
そ
す
こ
し
法
華
経
を
信
た
る
様
な

れ
ど
も
、
身
は
人
身
に
似
て
畜
身
也
。
魚
鳥
を
混
丸
し
て
赤
白
二
滞
と
せ
り
、
其
中
に
識
神
を
や
ど
す
。
濁
水
に
月
の
う
つ
れ
る
が

如
し
。
糞
嚢
に
金
を
つ
ゝ
（
包
）
め
る
な
る
べ
し
）
11
（

。

　
『
佐
渡
御
書
』
の
経
年
は
文
永
九
年
で
、
佐
渡
で
書
か
れ
た
遺
文
で
あ
る
。
姉
崎
は
、
こ
の
時
の
日
蓮
聖
人
の
心
理
に
つ
い
て
、「
日
本

国
の
柱
、
日
本
国
の
眼
目
、
日
本
国
の
大
船
を
以
て
し
、
過
去
の
上
行
、
不
軽
の
再
生
、
末
法
の
大
導
師
と
し
て
未
来
万
年
の
人
生
救
済

は
自
己
一
人
の
慈
悲
に
係
つ
て
存
す
と
信
ぜ
ら
れ
た
）
11
（

」
と
表
現
し
て
い
る
。

　

身
延
山
隠
棲
の
覚
悟
に
つ
い
て
は
『
南
条
七
郎
殿
御
返
事
』
を
引
用
す
る
。

此
処
は
人
倫
を
離
れ
た
る
山
中
也
。
東
西
南
北
を
去
て
里
も
な
し
。
か
ゝ
る
い
と
心
細
き
幽
窟
な
れ
ど
も
、
教
主
釈
尊
の
一
大
事
の

秘
法
を
霊
鷲
山
に
し
て
相
伝
し
、
日
蓮
が
肉
団
の
胸
中
に
秘
し
て
隠
し
持
て
り
。
さ
れ
ば
日
蓮
が
胸
の
間
は
諸
仏
入
定
の
処
也
。
舌

の
上
は
転
法
輪
の
所
、
喉
は
誕
生
の
処
、
口
中
は
正
覚
の
砌
な
る
べ
し
。
か
ゝ
る
不
思
議
な
る
法
華
経
の
行
者
の
住
処
な
れ
ば
、
い

か
で
か
霊
山
浄
土
に
劣
る
べ
き
。
法
妙
な
る
が
故
に
人
貴
し
。
人
貴
き
が
故
に
所
尊
と
申
は
是
也
）
11
（

。

　

日
蓮
聖
人
の
覚
悟
は
佐
渡
か
ら
引
き
続
き
、
人
身
と
い
う
有
限
の
存
在
と
、
久
遠
の
釈
尊
の
時
間
に
基
づ
く
三
世
の
仏
性
が
、
自
ら
の
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身
に
一
つ
に
な
り
、「
法
華
経
の
行
者
」
と
し
て
現
れ
て
い
る
。
そ
の
自
覚
の
根
拠
は
法
華
経
色
読
に
基
づ
く
）
11
（

。
釈
尊
は
人
身
始
覚
と
し
て

仏
陀
と
な
り
、
法
華
経
で
久
遠
本
覚
の
如
来
を
顕
か
に
し
た
、
や
は
り
一
つ
の
人
格
に
具
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
不
合
理
と
せ
ず
、
釈
尊

の
実
語
と
し
て
堅
固
に
信
行
受
持
す
る
と
こ
ろ
に
日
蓮
聖
人
の
布
教
が
あ
る
。
姉
崎
は
、『
立
正
安
国
論
』
献
上
か
ら
伊
豆
流
罪
、
そ
し
て

佐
渡
流
罪
に
至
る
ま
で
の
法
華
経
の
行
者
自
覚
に
つ
い
て
、
龍
口
法
難
二
年
前
に
書
か
れ
た
『
法
門
可
被
申
様
之
事
』
を
引
用
し
て
日
蓮

聖
人
の
心
象
を
紡
ぐ
。

法
華
経
の
行
者
な
け
れ
ば
大
菩
薩
の
御
す
み
か
を
は
せ
ざ
る
か
。
但
日
本
国
に
は
日
蓮
一
人
計
こ
そ
世
間・

出
世
正
直
の
者
に
て
は

候
へ
。（
中
略
）
又
聖
人
は
言
を
か
ざ
ら
ず
と
申
。
又
い
ま
だ
顕
ざ
る
後
を
し
る
を
聖
人
と
申
か
。
日
蓮
聖
人
の
一
分
に
あ
た
れ
り
。

此
法
門
の
ゆ
へ
に
二
十
余
所
を
わ
れ
、
結
句
流
罪
に
及
、
身
に
多
の
き
ず
を
か
を
ほ
り
、
弟
子
を
あ
ま
た
殺
せ
た
り
。（
中
略
）
も
し

し
か
ら
ば
八
幡
大
菩
薩
は
日
蓮
が
頂
を
は
な
れ
さ
せ
給
て
は
い
づ
れ
の
人
の
頂
に
か
す
み
給
は
ん
）
11
（

。

　

日
蓮
聖
人
の
生
涯
に
お
い
て
、
法
華
経
の
行
者
自
覚
を
中
心
に
す
え
れ
ば
、
伊
豆
流
罪
ま
で
は
序
分
で
あ
る
と
い
う
。
正
宗
分
の
幕
が

上
が
る
の
は
、
文
永
八
年
九
月
十
二
日
、
龍
口
法
難
か
ら
で
あ
っ
た
。
生
死
の
境
界
を
越
え
た
と
き
、
釈
尊
予
言
の
行
者
と
自
覚
さ
れ
、

旃
陀
羅
の
子
と
し
て
房
州
に
生
ま
れ
た
日
蓮
聖
人
は
、
過
去
久
遠
の
時
に
連
な
る
存
在
と
な
る
）
11
（

。

譬
喩
品
云
見
有
読
誦
書
持
経
者
軽
賎
憎
嫉
而
懐
結
恨
。
法
師
品
云
如
来
現
在
猶
多
怨
嫉
況
滅
度
後
。
勧
持
品
云
加
刀
杖
乃
至
数
数
見

擯
出
。
安
楽
行
品
云
一
切
世
間
多
怨
難
信
。
此
等
は
経
文
に
は
候
へ
ど
も
何
世
に
か
ゝ
る
べ
し
と
も
し
ら
れ
ず
。
過
去
の
不
軽
菩
薩・

覚
徳
比
丘
な
ん
ど
こ
そ
、
身
に
あ
た
り
て
よ
み
ま
い
ら
せ
て
候
け
る
と
み
へ
は
ん
べ
れ
。
現
在
に
は
正
像
二
千
年
は
さ
て
を
き
ぬ
。

末
法
に
入
て
は
此
日
本
国
に
は
当
時
は
日
蓮
一
人
み
へ
候
か
。（
中
略
）
今
日
蓮
法
華
経
一
部
よ
み
て
候
。
一
句
一
偈
に
猶
受
記
を
か

ほ
れ
り
。
何
況
一
部
を
や
と
、
い
よ
い
よ
た
の
も
し
）
1（
（

。
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つ
づ
け
て
『
転
重
軽
受
法
門
』
の
一
節
を
引
用
し
て
、
日
蓮
聖
人
が
末
法
弘
通
の
使
命
を
久
遠
の
中
で
捉
え
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、

『
寺
泊
御
書
』
か
ら
佐
渡
へ
向
か
う
心
中
を
う
か
が
う
。

今
月
〈
十
月
也
〉
十
日
、
相
州
愛
京
郡
依
智
の
郷
を
起
つ
て
、（
中
略
）
十
二
日
を
経
て
越
後
の
国
寺
泊
の
津
に
付
き
ぬ
。
こ
こ
よ
り

大
海
を
亘
て
佐
渡
の
国
に
至
ら
ん
と
欲
す
。
順
風
定
ま
ら
ず
、
そ
の
期
を
知
ら
ず
。
道
の
間
の
事
、
心
も
及
ぶ
こ
と
な
く
、
ま
た
筆

に
も
及
ば
ず
。
た
だ
暗
に
推
し
度
る
べ
し
。
ま
た
本
よ
り
存
知
の
上
な
れ
ば
、
始
て
歎
く
べ
き
に
あ
ら
ず
と
、
こ
れ
を
止
む
。（
中

略
）
法
華
経
は
三
世
説
法
の
儀
式
な
り
。
過
去
の
不
軽
品
は
今
の
勧
持
品
。
今
の
勧
持
品
は
過
去
の
不
軽
品
な
り
。
今
の
勧
持
品
は

未
来
、
不
軽
品
た
る
べ
し
。
そ
の
時
は
日
蓮
は
す
な
わ
ち
不
軽
菩
薩
た
る
べ
し
。（
中
略
）
当
時
当
世
三
類
の
敵
人
は
こ
れ
あ
る
に
、

た
だ
し
八
十
万
億
那
由
他
の
諸
菩
薩
は
一
人
も
見
え
た
ま
わ
ず
。
乾
潮
の
満
ち
ざ
る
、
月
の
虧
て
満
ち
ざ
る
が
ご
と
し
。
水
清
ま
ば

月
を
浮
べ
、
木
を
植
え
れ
ば
鳥
を
棲
し
む
。
日
蓮
は
八
十
万
億
那
由
他
の
諸
の
菩
薩
の
代
官
と
し
て
こ
れ
を
申
す
（
原
漢
文
）
11
（

）。

　

さ
ら
に
、
十
一
月
二
十
三
日
佐
渡
塚
原
三
昧
堂
で
書
か
れ
た
『
富
木
入
道
殿
御
返
事
）
11
（

』
と
、
一
谷
で
の
『
開
目
抄
）
11
（

』
に
よ
っ
て
日
蓮
聖

人
の
上
行
菩
薩
自
覚
を
捉
え
、
生
涯
に
お
け
る
正
宗
分
と
位
置
づ
け
た
上
で
、『
諸
法
実
相
抄
）
11
（

』
を
未
来
弘
経
の
使
命
を
述
べ
た
遺
文
と
定

め
る
。此

の
如
く
に
し
て
、
上
人
の
一
期
六
十
年
は
、
実
に
こ
の
現
在
の
一
瞬
に
三
世
を
収
め
、
多
難
迫
害
の
中
に
過
去
の
宿
命
を
悟
り
、

現
身
の
修
行
に
未
来
万
年
の
基
本
を
開
顕
し
来
つ
た
。（
中
略
）
こ
の
束
の
間
の
一
期
に
は
、
無
限
の
三
世
を
包
容
す
る
大
生
命
が
現

は
れ
、
こ
の
生
命
は
即
ち
三
世
貫
通
の
妙
法
の
色
読
と
な
り
、
一
部
二
十
八
品
の
実
証
と
な
つ
た
の
で
あ
る
）
11
（

。

　

姉
崎
は
講
演
で
、
他
に
も
『
聖
人
知
三
世
事
』『
報
恩
抄
』『
三
大
秘
法
稟
承
事
』『
寂
日
房
御
書
』
な
ど
、
多
く
の
遺
文
を
引
用
し
な
が

ら
、
釈
尊
の
予
言
に
基
づ
く
自
覚
と
い
う
心
理
的
動
向
か
ら
、
日
蓮
聖
人
が
生
死
を
超
え
た
三
世
の
時
間
に
生
き
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
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る
）
11
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
姉
崎
が
日
蓮
遺
文
に
対
峙
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
い
つ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
明
治
三
十
六
年
（
一
九
〇
三
）、
留
学
か
ら
帰

国
し
た
姉
崎
が
高
山
の
家
族
を
見
舞
い
、
そ
の
足
で
高
山
の
墓
参
に
動
い
た
こ
と
は
す
で
に
確
認
し
た
）
11
（

。
こ
の
時
期
、
す
な
わ
ち
明
治
三

十
六
年
七
月
八
月
の
日
記
に
そ
の
変
化
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

七
月
二
日
、
大
阪
の
立
正
閣
に
田
中
智
学
を
訪
ね
た
姉
崎
は
、
山
川
智
応
と
も
面
会
し
、
こ
の
夏
を
過
ご
す
た
め
に
下
宿
を
決
め
た
興

津
に
戻
る
。
七
日
、
高
山
の
業
績
を
編
纂
す
る
作
業
の
た
め
に
宛
て
た
、
高
山
の
弟
で
あ
る
斉
藤
信
策
へ
手
紙
に
、
高
山
が
日
蓮
に
よ
っ

て
慰
藉
を
得
た
こ
と
に
対
し
て
、
姉
崎
自
信
は
む
し
ろ
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
救
い
が
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
）
11
（

。
こ
の
信
仰
は
、
法
華
経

の
解
釈
に
つ
い
て
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
法
華
経
の
「
久
遠
実
成
」
の
解
釈
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。

　

一
二
日
に
大
阪
の
立
正
閣
よ
り
、
雑
誌
『
妙
宗
』
が
数
冊
送
ら
れ
て
く
る
。
翌
日
、
礼
状
を
山
川
宛
に
送
る
際
に
、
姉
崎
は
久
遠
実
成

の
仏
陀
と
無
始
の
ロ
ゴ
ス
に
つ
い
て
考
察
し
た
文
章
を
送
っ
て
い
る
）
11
（

。
そ
の
内
容
は
、
無
始
の
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
ヨ
ハ
ネ
伝
の
キ
リ
ス
ト
と
、

法
華
経
の
久
遠
が
示
し
時
間
の
方
向
性
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
、
二
十
五
日
の
日
記
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
胸
に
宿
り
し
キ
リ
ス
ト
は
、
時
と
処
と
を
外
に
し
て
不
断
に
生
ま
れ
、
法
華
法
座
の
仏
陀
は
釈
氏
の
宮
に
生
ま
れ

ず
し
て
「
我
常
住
於
此
」
と
宣
す
。
キ
リ
ス
ト
と
現
は
る
る
ロ
ゴ
ス
よ
、
仏
身
を
現
す
る
妙
法
よ
、
吾
が
念
々
生
々
の
中
に
久
遠
の

寿
量
を
実
現
せ
し
め
よ
。
汝
の
太
古
の
光
を
し
て
日
に
新
に
我
が
中
に
生
ま
れ
し
め
よ
。
過
ぎ
し
三
十
年
と
来
ん
幾
年
か
の
吾
が
肉

親
の
生
を
し
て
永
く
永
遠
の
現
在
に
融
解
せ
し
め
よ
）
1（
（

。

　

久
遠
の
釈
尊
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
で
い
う
ロ
ゴ
ス
で
あ
り
、
仏
身
は
ま
さ
に
妙
法
蓮
華
経
と
い
う
ロ
ゴ
ス
の
顕
現
だ
と
い
う
。
そ
の
ロ

ゴ
ス
は
、
永
遠
の
現
在
で
あ
る
未
来
の
た
め
に
「
常
住
」
し
て
い
る
。
姉
崎
は
、『
妙
宗
』
に
掲
載
さ
れ
た
田
中
智
学
の
論
考
に
裏
づ
け
を
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得
て
、
自
ら
の
解
釈
が
正
し
い
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
。
こ
の
頃
、
姉
崎
が
持
つ
法
華
経
や
日
蓮
聖
人
に
関
す
る
知
識
は
、
高
山
の
日
蓮

論
の
他
に
、
田
中
の
論
説
に
基
づ
い
て
い
た
）
11
（

。

　

八
月
に
入
り
、
高
山
の
遺
作
の
編
集
作
業
が
進
む
に
つ
れ
、
姉
崎
は
否
応
な
し
に
日
蓮
遺
文
を
読
む
よ
う
に
な
っ
て
い
く
）
11
（

。
そ
れ
は
高

山
の
日
蓮
論
と
日
蓮
遺
文
を
校
合
す
る
作
業
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
作
業
を
進
め
る
中
、『
報
恩
抄
』
を
読
了
す
る
。

日
蓮
上
人
の
報
恩
抄
上
下
を
読
み
了
る
。
法
華
妙
法
の
伝
統
を
叙
す
る
前
半
の
文
に
於
て
は
、
他
の
平
凡
な
る
仏
者
経
典
拘
泥
の
仏

教
学
者
と
多
く
異
な
る
を
発
見
す
る
能
ず
。
さ
れ
ど
此
伝
統
の
叙
述
は
実
に
法
華
の
行
者
の
多
難
を
明
に
せ
ん
が
為
に
し
て
、
而
し

て
此
の
多
難
多
怨
は
即
ち
上
人
自
身
が
本
化
上
行
の
自
覚
を
証
明
す
る
為
な
る
を
思
へ
ば
、
亡
友
が
見
た
る
日
蓮
の
面
影
稍
見
ゆ
る

心
地
す
、
神
国
王
書
亦
同
様
の
感
を
以
て
読
ま
れ
ぬ
）
11
（

。

　

こ
の
他
に
も
二
十
五
日
の
記
述
に
は
『
下
山
御
消
息
』
を
読
了
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
遺
文
を
読
み
始
め
た
当
初
、
い
た
っ
て

否
定
的
な
見
方
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
日
蓮
聖
人
が
阿
弥
陀
仏
と
釈
尊
の
優
劣
を
述
べ
た
部
分
に
つ
い
て
は
、「
殆
ど
頑
童

の
一
徹
我
意
を
主
張
す
る
に
似
た
り
」
と
評
し
、
こ
の
遺
文
を
読
む
際
に
は
「
小
児
の
心
を
以
て
書
か
れ
た
る
者
は
、
又
小
児
の
心
を
以

て
読
む
を
要
す
）
11
（

」
と
一
蹴
し
て
い
る
。

三
、
自
立
後
の
日
蓮
信
仰

　

日
蓮
聖
人
に
対
す
る
否
定
的
に
捉
え
て
い
た
留
学
帰
国
直
後
か
ら
、
高
山
樗
牛
の
日
蓮
研
究
を
通
し
て
知
る
に
至
る
日
蓮
像
、
そ
の
後

高
山
に
依
存
し
な
が
ら
も
信
仰
者
と
し
て
自
立
し
て
語
っ
て
い
く
姉
崎
自
信
の
日
蓮
像
の
変
遷
を
確
認
し
て
き
た
。
明
治
四
十
四
年
以
降

の
姉
崎
の
論
考
は
、
日
蓮
聖
人
と
直
接
対
峙
し
た
日
蓮
論
が
展
開
し
て
い
る
。
確
か
に
高
山
に
言
及
す
る
講
演
も
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、
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そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
高
山
が
日
蓮
聖
人
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
か
、
と
い
う
テ
ー
マ
に
終
始
す
る
も
の
で
、
高
山
の
日
蓮
観
を
論
じ
る
も

の
で
あ
っ
た
。

　

姉
崎
が
高
山
の
日
蓮
論
か
ら
自
立
し
て
い
く
段
階
に
至
る
ま
で
に
は
、
日
蓮
聖
人
と
の
直
接
的
対
峙
、
つ
ま
り
遺
文
と
の
接
触
が
必
然

的
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
数
年
前
に
最
初
の
身
延
山
へ
の
参
詣
を
行
っ
て
い
た
。
田
中
智
学
を
大
阪
の
立
正
閣
に
訪
ね
た
そ
の

年
、
明
治
三
十
九
年
で
あ
る
。
目
的
は
日
蓮
聖
人
が
隠
棲
し
た
場
所
を
尋
ね
る
と
い
う
こ
と
で
、
姉
崎
自
身
心
待
ち
に
し
て
い
た
こ
と
だ
っ

た
。
道
程
は
船
で
甲
府
側
か
ら
富
士
川
を
下
る
。
陸
に
上
が
り
、
寒
村
を
抜
け
て
、
老
杉
立
ち
並
ぶ
総
門
に
至
る
）
11
（

。
姉
崎
は
総
門
を
前
に

し
た
時
の
心
境
を
次
の
よ
う
に
綴
っ
て
い
る
。

是
れ
ぞ
身
延
の
総
門
額
に
は
開
会
關
の
字
、
此
の
門
を
入
る
者
を
し
て
先
づ
衆
生
を
会
し
て
同
一
乗
に
入
る
妙
法
開
会
の
旨
を
思
は

し
む
。
思
ふ
に
日
蓮
隠
棲
以
来
六
百
年
、
此
の
地
点
を
過
ぎ
此
の
門
を
過
ぎ
し
者
幾
百
千
ぞ
。
而
し
て
仮
令
へ
未
だ
全
く
法
華
を
信

ぜ
ざ
る
者
に
て
も
、
身
延
に
詣
で
し
者
に
し
て
、
多
生
上
人
の
徳
を
思
ひ
力
を
仰
ぎ
、
そ
の
跡
に
対
し
て
一
片
の
敬
虔
の
情
を
起
さ
ヾ

る
者
あ
る
べ
き
や
。
況
や
そ
の
教
恩
に
浴
し
、
唱
題
に
安
心
の
地
を
得
、
上
人
の
遺
薫
を
慕
ひ
、
百
里
の
地
を
遠
し
と
せ
ず
、
十
里

の
険
を
踏
む
て
、
先
づ
此
の
門
を
見
、
こ
の
門
に
入
る
者
に
あ
り
て
は
、
そ
の
衷
情
、
懐
古
の
涙
に
む
せ
び
、
歓
喜
の
光
に
充
た
さ

る
ゝ
思
ひ
な
か
ら
で
や
は
）
11
（

。

　

こ
れ
以
降
、
姉
崎
は
晩
年
ま
で
身
延
山
を
幾
度
と
な
く
参
詣
す
る
が
、
こ
の
時
す
で
に
、
身
延
山
中
に
日
蓮
聖
人
を
感
応
し
て
い
た
姉

崎
自
身
を
自
覚
し
て
い
た
可
能
性
が
確
認
で
き
る
。

　

明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）、
明
治
最
後
の
年
に
は
、
本
多
日
生
の
声
か
け
で
明
治
二
十
九
年
に
創
設
さ
れ
た
日
蓮
系
八
教
団
に
よ
る

「
統
一
団
」
の
機
関
誌
、『
統
一
』
に
「
在
島
三
年
）
11
（

」
と
「
統
一
と
開
顕
）
11
（

」
が
掲
載
さ
れ
る
。
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
か
ら
四
年
（
一
九
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一
五
）
の
二
年
間
に
わ
た
る
ア
メ
リ
カ・

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
の
講
義
期
間
を
終
え
て
帰
国
す
る
と
、
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）、
友
人
の

畔
柳
芥
舟
や
笹
川
臨
風
ら
と
雑
誌
『
人
文
』
を
創
刊
し
）
11
（

、「
龍
ノ
口
の
夜
半
の
風
」「
佐
渡
流
罪
赦
免
と
身
延
退
隠
」「
四
條
金
吾
頼
基
（
上
）

（
中
）（
下
）」「
日
蓮
上
人
の
身
延
隠
棲
」「
四
條
金
吾
に
つ
い
て
補
遺
」
を
立
て
続
け
に
執
筆
）
1（
（

、
十
月
に
は
こ
う
し
た
考
察
の
集
大
成
で
あ

る
『
法
華
経
の
行
者
日
蓮
』
を
世
に
問
う
。
序
文
に
よ
る
と
、
こ
の
著
書
は
、
す
で
に
ハ
ー
バ
ー
ド
に
滞
在
中
に
英
文
で
著
さ
れ
た

“N
ichiren,	the	Buddhist	Prophet”

（
後
に
同
時
に
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
か
ら
出
版
）
と
そ
の
内
容
を
一
に
し
て
お
り
、「
前
後
十
四
五
年
、

特
に
は
最
近
六
七
年
の
間
、
直
接
に
上
人
の
遺
文
に
接
し
た
努
力
の
結
晶
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
研
究
に
は
、
常
に
宗
教
学
上
の
通
義
、

特
に
は
宗
教
心
理
上
の
比
較
考
慮
を
費
や
し
た
）
11
（

」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
日
蓮
研
究
者
の
解
釈
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
姉
崎
の
表
現
を

借
り
れ
ば
、
日
蓮
聖
人
が
姉
崎
に
「
宿
り
給
）
11
（

」
い
て
書
か
し
め
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
後
、
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
に
発
起
人
に
名
を
連
ね
て
創
設
し
た
「
法
華
会
」
の
雑
誌
で
あ
る
『
法
華
』
と
『
人
文
』
を
中
心

に
論
述
を
展
開
し
、
十
数
年
に
わ
た
り
読
み
続
け
た
日
蓮
遺
文
に
関
す
る
論
考
、「
日
蓮
聖
人
遺
文
の
批
評
的
研
究
」
を
大
正
六
年
（
一
九

一
七
）
に
二
回
に
わ
た
り
発
表
し
）
11
（

、『
史
学
雑
誌
』
に
も
「
史
料
と
し
て
の
日
蓮
上
人
遺
文
」
を
掲
載
し
て
い
る
）
11
（

。

　

こ
れ
ら
の
論
考
は
、
姉
崎
が
日
蓮
聖
人
遺
文
を
書
誌
学
的
に
考
察
し
た
も
の
で
、
遺
文
の
真
偽
に
つ
い
て
、
遺
文
中
の
歴
史
的
記
載
事

項
や
表
現
な
ど
を
基
に
、
検
討
考
察
を
加
え
て
い
る
。
こ
の
事
実
か
ら
勘
案
す
る
と
、
姉
崎
の
遺
文
の
読
み
込
み
は
相
当
深
か
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
蓮
聖
人
の
視
線
で
当
時
の
出
来
事
を
感
応
し
、
そ
の
心
理
に
ま
で
至
る
と
い
う
こ
と
は
、
姉
崎
が
高
山
を
評
し
て

い
う
、
自
ら
が
日
蓮
聖
人
と
一
体
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
に
も
姉
崎
の
信
仰
の
深
化
が
確
認
で
き
る
）
11
（

。

　

で
は
姉
崎
が
本
来
信
仰
し
て
い
た
浄
土
真
宗
へ
の
想
い
は
ど
う
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）、『
法
華
』

に
掲
載
さ
れ
た
講
演
記
録
、「
与
同
罪
即
ち
共
同
責
任
）
11
（

」
に
そ
の
答
え
を
確
認
し
て
み
た
い
。
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与
同
罪
は
連
帯
責
任
、
共
同
責
任
と
い
う
こ
と
で
、
宗
教
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
古
来
罪
や
救
い
と
い
う
こ
と
と
関
係
し
、
個
人
的
救
済

を
目
指
す
宗
教
も
あ
れ
ば
、
共
同
救
済
を
す
る
宗
教
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
姉
崎
は
個
人
の
救
済
を
目
指
す
宗
教
な
の
か
、
国
民
全
体
を
救

済
す
る
宗
教
な
の
か
、
そ
の
違
い
を
確
認
す
る
。
後
者
の
宗
教
と
し
て
は
日
蓮
宗
が
近
い
と
い
う
。
信
仰
者
が
太
鼓
を
た
た
い
て
御
題
目

を
唱
え
る
と
こ
ろ
に
正
議
が
あ
り
、
救
い
が
あ
り
、
仏
国
土
が
あ
る
と
い
う
信
仰
で
、
そ
の
た
め
の
弊
害
を
指
摘
す
れ
ば
、
各
個
人
が
自

己
の
精
神
を
見
つ
め
る
余
裕
が
な
く
な
り
、
群
衆
心
理
の
状
態
、
個
人
的
に
善
悪
の
判
断
が
な
く
な
り
、
集
団
の
正
議
に
呑
み
込
ま
れ
て

し
ま
う
。
そ
れ
に
対
し
て
個
人
救
済
の
宗
教
は
法
然
上
人
と
親
鸞
上
人
の
宗
教
で
、
親
鸞
上
人
の
「
弥
陀
の
本
願
は
親
鸞
一
人
の
為
な
り
」

「
父
母
の
為
と
て
念
仏
一
度
唱
へ
た
る
な
し
」
と
い
う
言
葉
が
そ
れ
を
象
徴
し
て
い
る
。
弥
陀
の
本
願
と
は
一
切
衆
生
を
救
う
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
そ
れ
を
一
方
的
に
自
分
自
身
だ
け
の
救
済
に
求
め
る
こ
と
は
矛
盾
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
）
11
（

。

　

姉
崎
の
こ
の
比
較
救
済
論
は
、
す
で
に
前
年
の
『
法
華
』
の
「
罪
に
関
す
る
日
蓮
上
人
の
懐
抱
（
承
前
）

―
（
身
延
退
隠
ま
で
の
心

理
的
発
達
）

―
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
日
蓮
聖
人
の
罪
意
識
を
基
底
に
考
察
さ
れ
て
い
る
。
特
に
佐
渡
流
罪
中
の
日
蓮
聖
人
の
想
い
に

則
っ
て
述
べ
ら
れ
、
大
難
に
遭
う
の
は
過
去
謗
法
の
罪
過
の
た
め
で
あ
り
、
そ
の
償
い
の
た
め
で
あ
る
。
た
だ
し
法
華
経
の
行
者
は
「
単

に
自
己
一
家
の
懺
悔
滅
罪
を
以
て
満
足
す
る
者
で
な
い
」。「
三
世
諸
仏
と
同
一
の
道
を
歩
み
、
こ
の
仏
道
に
依
つ
て
一
切
衆
生
を
導
」
く

の
で
あ
り
、「
無
尽
の
衆
生
を
引
率
し
て
一
乗
に
進
ま
し
め
、
衆
生
と
自
分
と
共
に
同
じ
く
成
仏
す
る
に
あ
ら
ず
ん
ば
満
足
し
な
い
」
と
い

う
）
11
（

。
こ
の
よ
う
に
確
認
し
て
く
る
と
、
姉
崎
は
浄
土
真
宗
の
信
仰
か
ら
完
全
に
日
蓮
信
仰
に
改
宗
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）、
姉
崎
は
身
延
山
の
御
廟
整
備
委
員
と
な
る
。
四
月
に
身
延
山
で
行
わ
れ
た
委
員
会
に
出
席
し
、
ど
の
よ
う

な
建
築
物
に
す
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

御
廟
所
は
総
て
が
九
ヶ
年
の
御
聖
居
を
よ
り
よ
く
偲
び
得
る
よ
う
な
様
式
と
、
又
豪
華
の
殿
堂
を
造
営
し
て
驚
嘆
せ
し
め
る
様
式
と
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の
二
つ
あ
る
と
思
ひ
ま
す
が
、
御
廟
所
は
前
者
が
よ
い
と
思
ひ
ま
す
。
何
れ
の
参
客
も
い
と
静
か
に
心
ゆ
く
ま
で
自
由
に
参
り
得
る

よ
う
に
し
た
い
、
周
囲
の
山
と
霊
域
と
が
極
め
て
自
然
の
ま
ゝ
を
保
つ
て
ゐ
て
、
此
の
山
林
の
中
に
大
上
人
様
の
御
魂
の
住
み
玉
ふ

た
い
か
に
も
、
棲
神
の
霊
地
た
ら
し
め
た
い
）
11
（

。

　

高
山
樗
牛
の
日
蓮
研
究
に
出
会
っ
て
以
来
、
姉
崎
の
日
蓮
信
仰
は
退
転
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
ハ
ー
バ
ー
ド
大

学
時
代
を
経
て
、『
法
華
経
の
行
者
日
蓮
』
を
出
版
し
た
こ
と
は
、
姉
崎
の
日
蓮
信
仰
が
確
固
た
る
も
の
に
な
っ
た
こ
と
を
象
徴
し
て
い

る
。
昭
和
九
年
（
一
九
三
五
）
三
月
に
東
京
帝
国
大
学
を
定
年
退
職
す
る
と
、
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）
ま
で
毎
年
身
延
に
詣
で
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
が
終
わ
り
を
告
げ
る
前
年
、
昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
）
八
月
に
は
、
空
襲
を
避
け
る
た
め
身
延
山
に
疎
開
す
る
。
姉

崎
は
そ
の
時
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
綴
っ
て
い
る
。

そ
れ
や
こ
れ
や
で
疎
開
を
考
へ
始
め
た
が
、
自
分
の
身
と
共
に
、
又
は
其
よ
り
も
先
に
家
宝
と
も
い
ふ
べ
き
物
数
点
の
疎
開
は
事
容

易
で
あ
る
か
ら
、
考
は
先
づ
其
方
に
向
つ
た
。
そ
の
最
は
日
蓮
大
聖
の
御
真
蹟
断
簡
で
あ
る
。（
中
略
）
せ
め
て
こ
の
一
幅
だ
け
で
も

早
く
避
難
疎
開
し
た
い
と
考
へ
て
ゐ
た
）
1（
（

。

　

姉
崎
は
、
京
都
の
あ
る
人
物
か
ら
譲
り
受
け
た
こ
の
断
簡
を
、
身
延
山
に
戻
す
べ
く
動
こ
う
と
し
て
い
た
が
、
断
簡
に
は
「
な
つ
の
こ

ろ
は
」「
御
わ
た
り
」
と
書
か
れ
て
お
り
）
11
（

、
ま
る
で
日
蓮
聖
人
が
「
夏
に
な
っ
た
ら
こ
っ
ち
へ
来
な
さ
い
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た

と
い
う
。
身
延
山
で
の
滞
在
に
つ
い
て
は
四
條
金
吾
隠
棲
跡
で
あ
る
端
場
坊
を
希
望
し
た
。
姉
崎
は
四
條
金
吾
を
常
日
頃
敬
慕
し
て
お
り
、

三
男
に
「
金
吾
」
と
命
名
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
現
在
、
身
延
山
大
学
学
長
室
に
は
姉
崎
正
治
の
詩
の
額
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
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姉
崎
正
治
の
日
蓮
信
仰
は
、
高
山
樗
牛
の
信
仰
を
通
し
て
始
ま
っ
た
。
そ
の
特
徴
は
、
姉
崎
自
身
が
高
山
の
日
蓮
論
を
分
析
し
た
よ
う

に
、
日
蓮
聖
人
が
身
体
に
入
り
、
一
体
化
す
る
と
い
う
精
神
的
に
深
化
し
た
信
仰
で
あ
っ
た
。
そ
の
契
機
は
、
日
蓮
遺
文
を
徹
底
的
に
読

み
込
む
こ
と
で
、
日
蓮
聖
人
と
感
応
道
交
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
姉
崎
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
日
蓮
聖
人
は
遺
文
の
な
か
に
生
き
続
け
、

時
代
を
超
え
て
教
え
を
説
き
続
け
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

注（
１
）	

本
稿
は
、
拙
稿
「
近
代
日
本
に
お
け
る
日
蓮
信
仰
の
諸
相

―
姉
崎
正
治
の
場
合

―
」（
庵
谷
行
亨
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
『
日
蓮
教
学
』、

二
〇
一
八
年
）
に
続
く
考
察
で
あ
る
。

（
２
）	「
日
宗
新
報
」（
明
治
三
七
年
）
八
八
一
号
、
五
頁
。

（
３
）	

右
同
書
、
六
頁
。

（
４
）	

右
同
。

（
５
）	

右
同
。

（
６
）	

右
同
。

（
７
）	「
日
宗
新
報
」
八
八
二
号
、
七
頁
。

（
８
）	

右
同
書
、
九
頁
。

（
９
）	

右
同
。

（
10
）	

右
同
。

（
11
）	「
日
宗
新
報
」
八
八
三
号
、
七
頁
。
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（
12
）	「
日
宗
新
報
」
八
八
一
号
、
六
頁
。

（
13
）	「
日
宗
新
報
」
八
八
二
号
、
八
頁
。

（
14
）	
大
谷
栄
一
著
『
近
代
日
本
の
日
蓮
主
義
運
動
』（
法
蔵
館
、
二
〇
〇
一
年
）、
八
二
頁
。

（
15
）	『
統
一
』（
明
治
四
十
二
年
二
月
十
五
日
、N

o.168

）「
法
華
経
及
び
日
蓮
上
人
に
対
す
る
予
の
態
度
」、
一
〇
頁
。

（
16
）	

右
同
書
、
十
一
頁
。

（
17
）	

右
同
論
、
十
一
頁

（
18
）	『
統
一
』
明
治
四
十
四
年
四
月
十
五
日
、N

o.194

、
一
四
頁
。

（
19
）	

右
同
。

（
20
）	

右
同
。『
大
正
蔵
経
』
第
一
巻
、「
中
阿
含
経
」
第
四
十
三
、
六
九
七
頁
ａ
。
姉
崎
の
引
用
は
訓
読
さ
れ
て
い
る
。

（
21
）	『
統
一
』N

o.194

、
一
四
頁
。

（
22
）	

右
同
書
、
一
四
～
一
五
頁
。

（
23
）	

右
同
書
、
一
五
頁
。

（
24
）	

右
同
。

（
25
）	

姉
崎
が
引
用
す
る
遺
文
集
は
、
明
治
三
五
年
（
一
九
〇
二
）
に
出
版
さ
れ
た
霊
艮
閣
版
『
日
蓮
聖
人
御
遺
文
』
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
『
昭

和
定
本　

日
蓮
聖
人
遺
文
』（
以
下
、『
昭
和
定
本
』）
の
文
を
引
用
し
、
頁
を
指
示
す
る
。
一
六
二
頁
（
真
蹟・

写
本
な
し
）。

（
26
）	『
統
一
』N

o.194

、
一
五
～
一
六
頁
。

（
27
）	『
昭
和
定
本
』、
一
八
八
七
頁
（
真
蹟・

写
本
な
し
）。

（
28
）	『
統
一
』N
o.194

、
一
六
頁
。

（
29
）	『
昭
和
定
本
』、
四
五
五
～
四
五
六
頁
。

（
30
）	『
統
一
』N

o.194

、
一
八
頁
。

（
31
）	『
昭
和
定
本
』、
五
〇
八
頁
。

（
32
）	『
昭
和
定
本
』、
五
一
二
～
五
一
五
頁
。
読
み
下
し
文
は
『
日
蓮
聖
人
全
集
』
に
基
づ
く
。

（
33
）	『
昭
和
定
本
』、
五
一
六
頁
（
真
蹟・

写
本
な
し
）。「
二
月
は
寒
風
頻
に
吹
て
、
霜
雪
更
に
降
ざ
る
時
は
あ
れ
ど
も
、
日
の
光
を
ば
見
る
こ
と
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な
し
。
八
寒
を
感
現
身
。
人
の
心
は
同
禽
獣
不
知
主
師
親
。
何
況
仏
法
の
邪
正
師
の
善
悪
は
思
も
よ
ら
ざ
る
を
や
。
此
等
は
且
置
之
。（
中
略
）

天
台
伝
教
は
粗
釈
し
給
へ
ど
も
弘
残
之
一
大
事
の
秘
法
を
此
国
に
初
て
弘
之
。
日
蓮
豈
非
其
人
乎
。（
中
略
）
法
已
に
顕
れ
ぬ
。
前
相
先
代
に
超

過
せ
り
。
日
蓮
粗
勘
之
是
時
の
然
ら
し
む
る
故
也
。
経
云
有
四
導
師
一
名
上
行
云
云
。」

（
34
）	『
昭
和
定
本
』、
五
五
六
～
五
六
〇
頁
。「
此
に
日
蓮
案
云　

世
す
で
に
末
代
に
入
て
二
百
余
年
、
辺
土
に
生
を
う
く
。
其
上
下
賎
、
其
上
貧
道

の
身
な
り
。（
中
略
）
し
ら
ず
大
通
結
縁
の
第
三
類
の
在
世
を
も
れ
た
る
か
、
久
遠
五
百
の
退
転
し
て
今
に
来
か
。
法
華
経
を
行
ぜ
し
程
に
、
世

間
の
悪
縁・
王
難・

外
道
の
難・

小
乗
経
の
難
な
ん
ど
は
忍
し
程
に
、
権
大
乗・

実
大
乗
経
極
た
る
や
う
な
る
道
綽・

善
導・

法
然
等
が
ご
と

く
な
る
悪
魔
の
身
に
入
た
る
者
、
法
華
経
を
つ
よ
く
ほ
め
あ
げ
、
機
を
あ
な
が
ち
に
下
し
、
理
深
解
微
と
立
、
未
有
一
人
得
者
千
中
無
一
等
と

す
か
し
し
も
の
に
、
無
量
生
が
間
、
恒
河
沙
度
す
か
さ
れ
て
権
経
に
堕
ぬ
。
権
経
よ
り
小
乗
経
に
堕
ぬ
。
外
道
外
典
に
堕
ぬ
。
結
句
は
悪
道
に

堕
け
り
と
深
此
を
し
れ
り
。
日
本
国
に
此
を
し
れ
る
者
、
但
日
蓮
一
人
な
り
。
こ
れ
を
一
言
も
申
出
す
な
ら
ば
父
母・

兄
弟・

師
匠
国
主
王
難

必
来
べ
し
。
い
わ
ず
ば
慈
悲
な
き
に
に
た
り
と
思
惟
す
る
に
、
法
華
経・

涅
槃
経
等
に
此
二
辺
を
合
見
る
に
、
い
わ
ず
わ
今
生
は
事
な
く
と
も
、

後
生
は
必
無
間
地
獄
に
堕
べ
し
。
い
う
な
ら
ば
三
障
四
魔
必
競
起
る
べ
し
と
し
（
知
）
ぬ
。
二
辺
の
中
に
は
い
う
べ
し
。
王
難
等
出
来
の
時
は

退
転
す
べ
く
は
一
度
に
思
止
べ
し
、
と
且
や
す
ら
い
（
休
）
し
程
に
、
宝
塔
品
の
六
難
九
易
こ
れ
な
り
。
我
等
程
の
小
力
の
者
須
弥
山
は
な
ぐ

と
も
、
我
等
程
の
無
通
の
者
乾
草
を
負
て
劫
火
に
は
や
け
ず
と
も
、
我
等
程
の
無
智
の
者
恒
沙
の
経
々
を
ば
よ
み
を
ぼ
う
と
も
、
法
華
経
は
一

句
一
偈
末
代
に
持
が
た
し
と
、
と
か
る
ゝ
は
こ
れ
な
る
べ
し
。
今
度
強
盛
の
菩
提
心
を
を
こ
し
て
退
転
せ
じ
と
願
し
ぬ
。
既
に
二
十
余
年
が
間

此
法
門
を
申
に
、
日
々
月
々
年
々
に
難
か
さ
な
る
。
少
々
の
難
は
か
ず
し
ら
ず
。
大
事
の
難
四
度
な
り
。
二
度
は
し
ば
ら
く
を
く
、
王
難
す
で

に
二
度
に
を
よ
ぶ
。
今
度
は
す
で
に
我
身
命
に
及
。
其
上
弟
子
と
い
ひ
、
檀
那
と
い
ひ
、
わ
づ
か
の
聴
聞
の
俗
人
な
ん
ど
来
て
重
科
に
行
る
。

謀
反
な
ん
ど
の
者
の
ご
と
し
。
法
華
経
第
四
云　

而
此
経
者
如
来
現
在
猶
多
怨
嫉
況
滅
度
後
等
云
云
。（
中
略
）
在
世
猶
を
し
か
り
、
乃
至
像
末

辺
土
を
や
。
山
に
山
を
か
さ
ね
、
波
に
波
を
た
ゝ
み
、
難
に
難
を
加
へ
、
非
に
非
を
ま
す
べ
し
。
像
法
の
中
に
は
天
台
一
人
、
法
華
経
一
切
経

を
よ
め
り
。（
中
略
）
像
の
末
に
伝
教
一
人
、
法
華
経
一
切
経
を
仏
説
の
ご
と
く
読
給
へ
り
。（
中
略
）
今
末
法
の
始
二
百
余
年
な
り
。
況
滅
度

後
の
し
る
し
（
兆
）
に
闘
諍
の
序
と
な
る
べ
き
ゆ
へ
に
、
非
理
を
前
と
し
て
、
濁
世
の
し
る
し
（
験
）
に
、
召
合
せ
ら
れ
ず
し
て
流
罪
乃
至
寿

に
も
を
よ
ば
ん
と
す
る
な
り
。
さ
れ
ば
日
蓮
が
法
華
経
の
智
解
は
天
台
伝
教
に
は
千
万
が
一
分
も
及
事
な
け
れ
ど
も
、
難
を
忍
び
慈
悲
す
ぐ
れ

た
る
事
を
そ
れ
を
も
い
だ
き
ぬ
べ
し
。
定
で
天
の
御
計
に
も
あ
づ
か
る
べ
し
と
存
ず
れ
ど
も
、
一
分
の
し
る
し
（
験
）
も
な
し
。
い
よ
い
よ
重

科
に
沈
。
還
て
此
事
計
み
れ
ば
我
身
の
法
華
経
の
行
者
に
あ
ら
ざ
る
か
。
又
諸
天
善
神
等
の
此
国
を
す
て
ゝ
去
給
る
か
。
か
た
が
た
疑
は
し
。
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而
に
法
華
経
の
第
五
の
巻
勧
持
品
の
二
十
行
の
偈
は
、
日
蓮
だ
に
も
此
国
に
生
ず
は
、
ほ
と
を
ど
（
殆
）
世
尊
は
大
妄
語
の
人
、
八
十
万
億
那

由
佗
の
菩
薩
は
提
婆
が
虚
誑
罪
に
も
堕
ぬ
べ
し
。
経
に
云　

有
諸
無
智
人
悪
口
罵
詈
等
、
加
刀
杖
瓦
石
等
［
云
云
］。
今
の
世
を
見
る
に
、
日
蓮

よ
り
外
の
諸
僧
、
た
れ
の
人
か
法
華
経
に
つ
け
て
諸
人
に
悪
口
罵
詈
せ
ら
れ
、
刀
杖
等
を
加
る
者
あ
る
。
日
蓮
な
く
ば
此
一
偈
の
未
来
記
妄
語

と
な
り
ぬ
。
悪
世
中
比
丘
邪
智
心
諂
曲
。
又
云　

与
白
衣
説
法
為
世
所
恭
敬
如
六
通
羅
漢
、
此
等
経
文
は
今
の
世
の
念
仏
者・

禅
宗・

律
宗
等

の
法
師
な
く
ば
世
尊
又
大
妄
語
の
人
、
常
在
大
衆
中
乃
至
向
国
王
大
臣
婆
羅
門
居
士
等
、
今
の
世
の
僧
等
日
蓮
を
讒
奏
し
て
流
罪
せ
ず
ば
此
経

文
む
な
し
。
又
云　

数
々
見
擯
出
等
［
云
云
］、
日
蓮
法
華
経
の
ゆ
へ
に
度
々
な
が
さ
れ
ず
ば
数
々
の
二
字
い
か
ん
が
せ
ん
。
此
の
二
字
は
天
台

伝
教
い
ま
だ
よ
み
給
は
ず
。
況
余
人
を
や
。
末
法
の
始
の
し
る
し
、
恐
怖
悪
世
中
の
金
言
の
あ
ふ
ゆ
へ
に
、
但
日
蓮
一
人
こ
れ
を
よ
め
り
。」

（
35
）	『
昭
和
定
本
』、
七
二
五
～
七
二
九
頁
。「
日
蓮
末
法
に
生
れ
て
上
行
菩
薩
の
弘
め
給
べ
き
所
の
妙
法
を
先
立
て
粗
ひ
ろ
め
、
つ
く
り
あ
ら
は
し

給
べ
き
本
門
寿
量
品
の
古
仏
た
る
釈
迦
仏
、
迹
門
宝
塔
品
の
時
涌
出
し
給
ふ
多
宝
仏
、
涌
出
品
の
時
出
現
し
給
ふ
地
涌
の
菩
薩
等
を
先
作
り
顕

し
奉
る
事
、
予
が
分
斉
に
は
い
み
じ
き
事
也
。（
中
略
）
地
涌
の
菩
薩
の
さ
き
が
け
日
蓮
一
人
也
。
地
涌
の
菩
薩
の
数
に
も
や
入
な
ま
し
。
若
日

蓮
地
涌
の
菩
薩
の
数
に
入
ら
ば
豈
日
蓮
が
弟
子
檀
那
地
涌
の
流
類
に
非
や
。
経
云
能
窃
為
一
人
説
法
華
経
乃
至
一
句
当
知
是
人
則
如
来
使
如
来

所
遣
行
如
来
事
。
豈
別
人
の
事
を
説
給
な
ら
ん
や
。（
中
略
）
い
か
に
も
今
度
信
心
を
い
た
し
て
法
華
経
の
行
者
に
て
と
を
り
、
日
蓮
が
一
門
と

な
り
と
を
し
給
べ
し
。
日
蓮
と
同
意
な
ら
ば
地
涌
の
菩
薩
た
ら
ん
か
。
地
涌
の
菩
薩
に
さ
だ
ま
り
な
ば
釈
尊
久
遠
の
弟
子
た
る
事
あ
に
疑
や
。

経
云
我
従
久
遠
来
教
化
是
等
衆
と
は
是
也
。
末
法
に
し
て
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
を
弘
ん
者
は
男
女
は
き
ら
ふ
べ
か
ら
ず
、
皆
地
涌
の
菩
薩
の
出

現
に
非
ん
ば
唱
へ
が
た
き
題
目
也
。（
中
略
）
多
宝
仏
は
半
座
を
分
て
釈
迦
如
来
に
奉
り
給
し
時
、
妙
法
蓮
華
経
の
旛
を
さ
し
顕
し
、
釈
迦
多
宝

の
二
仏
大
将
と
し
て
さ
だ
め
給
し
事
あ
に
い
つ
は
り
な
る
べ
き
や
。
併
ら
我
等
衆
生
を
仏
に
な
さ
ん
と
の
御
談
合
也
。
日
蓮
は
其
座
に
は
住
し

候
は
ね
ど
も
、
経
文
を
見
候
に
す
こ
し
も
く
も
り
な
し
。
又
其
座
に
も
や
あ
り
け
ん
。
凡
夫
な
れ
ば
過
去
を
し
ら
ず
。
現
在
は
見
へ
て
法
華
経

の
行
者
也
。
又
未
来
は
決
定
と
し
て
当
詣
道
場
な
る
べ
し
。
過
去
を
も
是
を
以
推
す
る
に
虚
空
会
に
も
や
あ
り
つ
ら
ん
。
三
世
各
別
あ
る
べ
か

ら
ず
。（
中
略
）
此
の
如
く
思
ひ
つ
づ
け
て
候
へ
ば
流
人
な
れ
ど
も
喜
悦
は
か
り
な
し
。
う
れ
し
き
に
も
な
み
だ
、
つ
ら
き
に
も
な
み
だ
な
り
。

（
中
略
）
現
在
の
大
難
を
思
つ
づ
く
る
に
も
な
み
だ
、
未
来
の
成
仏
を
思
て
喜
に
も
な
み
だ
せ
き
あ
へ
ず
。
鳥
と
虫
と
は
な
け
（
鳴
）
ど
も
な
み

だ
を
ち
ず
。
日
蓮
は
な
か
ね
ど
も
な
み
だ
ひ
ま
な
し
。
此
な
み
だ
世
間
の
事
に
は
非
ず
。
但
偏
に
法
華
経
の
故
也
。
若
し
か
ら
ば
甘
露
の
な
み

だ
と
も
云
つ
べ
し
。（
中
略
）
総
じ
て
日
蓮
が
身
に
当
て
の
法
門
わ
た
し
ま
い
ら
せ
候
ぞ
。
日
蓮
も
し
や
六
万
恒
沙
の
地
涌
の
菩
薩
の
眷
属
に
も

や
あ
る
ら
ん
。」
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（
36
）	『
統
一
』N

o.194

、
二
六
～
二
七
頁
。

（
37
）	

右
同
書
、
二
三
～
二
七
頁
。

（
38
）	
拙
稿
「
近
代
日
本
に
み
る
日
蓮
信
仰
の
諸
相

―
姉
崎
正
治
の
信
仰

―
」
参
照
。

（
39
）	
島
薗
進
編
『
姉
崎
正
治
集
』
第
４
巻
（
ク
レ
ス
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）、『
停
雲
集
』「
清
見
潟
の
一
夏
」、
一
一
～
一
五
頁
。

（
40
）	

右
同
書
、
一
九
～
二
〇
頁
。

（
41
）	

右
同
書
、
二
七
～
二
八
頁
。

（
42
）	

右
同
書
、
二
〇
～
二
四
頁
。
こ
の
頃
の
日
記
に
は
『
妙
宗
』
の
記
事
で
あ
る
「
獅
子
王
瑣
言
」
の
引
用
が
見
ら
れ
る
。
引
用
文
は
『
師
子
王

瑣
言
』（
天
業
民
報
社
、
一
九
二
一
年
）、
一
一
頁
、
一
七
頁
に
確
認
で
き
る
。

（
43
）	

右
同
書
、
三
四
頁
。

（
44
）	

右
同
書
、
三
九
頁
。

（
45
）	

右
同
書
、
四
八
頁
。

（
46
）	

右
同
書
、『
停
雲
集
』「
身
延
詣
で
」、
七
五
～
七
六
頁
。

（
47
）	

右
同
書
、
七
七
頁
。

（
48
）	『
統
一
』N

o.204

（
明
治
四
十
五
年
二
月
十
五
日
）、
一
〇
～
一
二
頁
。

（
49
）	『
統
一
』N

o.207

（
明
治
四
十
五
年
五
月
十
五
日
）、
一
六
～
二
四
頁
。

（
50
）	

磯
前
順
一・

深
澤
英
隆
編
『
近
代
日
本
に
お
け
る
知
識
人
と
宗
教

―
姉
崎
正
治
の
軌
跡

―
』（
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）、
七
六
頁
。

同
著
、「
第
三
部　

姉
崎
正
治
年
譜
」、
二
六
九
頁
。

（
51
）	

東
京
帝
国
大
学
文
学
部
宗
教
研
究
室　

嘲
風
会
編
集
発
行
『
姉
崎
正
治
先
生　

書
誌
』（
一
九
四
五
年
）、
六
六
～
六
七
頁
。

（
52
）	

姉
崎
正
治
著
『
改
訂　

法
華
経
の
行
者
日
蓮
』（
ニ
チ
レ
ン
出
版
、
一
九
五
三
年
）、「
初
刊
序
言
」、
九
頁
。

（
53
）	『
統
一
』N

o.168

（
明
治
四
十
二
年
二
月
十
五
日
）「
法
華
経
及
び
日
蓮
上
人
に
対
す
る
予
の
態
度
」、
一
〇
頁
。

（
54
）	『
法
華
』
第
四
巻
（
東
方
出
版
株
式
会
社
、
一
九
七
九
年
）、
八
三
～
一
〇
〇
頁
（
大
正
六
年
第
一
号
）、
及
び
一
八
二
～
一
八
五
頁
（
同
年
第

二
号
）。

（
55
）	『
史
学
雑
誌
』
第
二
十
八
編
第
三
号
（
大
正
六
年
三
月
二
十
日
発
行
）、
一
～
三
十
六
頁
。
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（
56
）	

昭
和
二
年
に
発
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
日
蓮
宗
の
伝
道
雑
誌
『
日
蓮
主
義
』（
昭
和
五
年
七
月
号
、
二
十
六
頁
）
の
「
日
蓮
聖
人
の
御
遺
文
拝

読
の
感
激
と
題
さ
れ
た
記
事
に
は
、
短
い
コ
メ
ン
ト
な
が
ら
次
の
よ
う
に
あ
る
。「『
最
も
』
と
い
ふ
比
較
は
困
難
で
す
、
感
激
と
い
ふ
の
も
、

時
の
事
情
に
よ
り
、
又
種
類
に
よ
つ
て
違
ふ
事
と
存
じ
ま
す
、
た
ゞ
通
常
の
人
情
と
い
ふ
点
か
ら
見
て
、
新
尼
御
前
御
返
事
の
『
故
郷
の
海
苔
』

は
い
つ
読
む
で
も
涙
を
催
し
ま
す
。」

（
57
）	『
法
華
』
第
九
巻
、
五
一
一
～
五
一
六
頁
（
大
正
一
一
年
第
六
号
）、
六
三
〇
～
六
四
二
頁
（
同
年
第
七
号
）。

（
58
）	『
法
華
』
第
九
巻
、
五
一
四
～
五
一
五
頁
（
大
正
一
一
年
第
六
号
）。

（
59
）	『
法
華
』
第
八
巻
、
一
一
二
二
頁
（
大
正
一
〇
年
第
一
二
号
）。

（
60
）	『
身
延
教
報
』
第
二
十
九
巻
第
五
号
五
月
号
、
六
頁
。

（
61
）	『
法
華
』（
昭
和
十
九
年
八
月
号
）「
余
の
身
延
入
山
」、
一
～
二
頁
。

（
62
）	『
昭
和
定
本
』
で
は
「
断
簡
二
七
八
」、
二
九
六
四
頁
に
同
文
が
確
認
で
き
る
。

　

本
論
考
執
筆
に
あ
た
り
、
本
多
日
生
記
念
財
団
の
西
條
義
昌
氏
に
資
料
の
提
供
を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
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